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差出人: higashi̲iruma̲gyousei@googlegroups.com は すぎ法務行政書士事務所 <sugi-
will@jcom.home.ne.jp> の代理

送信日時: 2020年5月10日日曜日 11:38
宛先: higashi̲iruma̲gyousei@googlegroups.com
件名: 埼玉県行政書士会東入間支部（新型コロナウイルスに関わる行政支援富士見市相談実施

要領等の送付）
添付ファイル: 富士見市相談実施要領    .pdf; 特別定額給付金 申請書 見本    .pdf; 埼玉県中小企

業・個人事業主支援金 申請要領 .pdf; 埼玉県中小企業・個人事業主支援金 申請
書 .pdf; 20200511支部員通知 新型コロナウイルスに関わる行政支援（富士見市相談
実施要領）.pdf

各位

支部総務の杉本でございます。
新型コロナウイルスに関わる行政支援について、富士見市役所での相談実施要領他資料をお送りします。
参加を予定されている方はお目通しください。
相談員の募集は、令和２年５月１３日（水）までです。
ご希望される方は下記 URL からお知らせください。
https://forms.gle/vdBxL7ma2btjMU6V9

富士見市社会福祉協議会「成年後見センター☆ふじみ」成年後見専門相談員支部会員名簿登載希望者も引
き続き募集中です。
名簿掲載をご希望される方は、令和２年５月１６日（土）までに、下記 URLからお知らせください。
https://forms.gle/nyVfutJdN6awxgMq9

支部定時総会の議決は本日10日までとなっております。
支部事業の執行に関わることですので、まだ賛否を表明されていない方は下記URLからご入力をお願い致
します。
https://forms.gle/K1Rtv7XYSQy4akrm9

以上よろしくお願いいたします。

〒３５６－００５２
埼玉県ふじみ野市苗間１－１０－１１－３０３
すぎ法務行政書士事務所
特定行政書士 杉本 佳久
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--

このメールは Google グループのグループ「行政書士会東入間支部」に登録しているユーザーに送られ

ています。

このグループから退会し、グループからのメールの配信を停止するには

higashi_iruma_gyousei+unsubscribe@googlegroups.com にメールを送信してください。

このディスカッションをウェブ上で閲覧するには

https://groups.google.com/d/msgid/higashi_iruma_gyousei/000a01d62674%24114bf220%2433e3d660%24%

40jcom.home.ne.jp にアクセスしてください。



令和２年５月１１日    

埼玉県行政書士会 

東入間支部員 各位                              

      

埼玉県行政書士会 東入間支部  

支 部 長  前 田 淸 海   

(公印省略)                                 

 

富士見市の緊急申請等手続き相談の実施要領について 

 
「新型コロナウィルス感染症に関わる各種支援金・給付金等の申請手続きに関す

る相談事業」について、５月９日、富士見市産業振興課と協議しました。協議の中

で確認した実施要領につきご報告します。添付した別紙「富士見市相談実施要領」

及び「特別定額給付金見本」、「埼玉県中小企業・個人事業主支援金 申請書、同申請

要領｣も併せてご参照ください。 

 

記 

 

１、相談は、５月１８日（月）から実施する。 

２、相談会場は、富士見市役所内２階第二相談室。 

但し、相談予約者が多い場合は、密閉、密集、密接を回避するため、別途相談 

会場を確保する。 

３、相談は予約制とする。 

４、相談までの流れは以下のとおり。 

① 市の職員が、予め相談者から相談内容を聞き取り、その概要を相談票に記入する。  

② 市の職員が、この相談票を、事前に、支部長にメール送信する。 

③ 支部長は、相談予約者の人数を勘案して担当する相談員を決め、相談員に送られ

てきた相談票を送信する（個人情報等の取り扱いについては十分注意すること）。 

④ 相談員は、相談票を見て、予め必要と思われる範囲で制度・手続き等につき調べ

た上で相談対応する。 

 

※②③の支部長対応は、あくまで当面の措置です。 

支部では、ふじみ野市、場合により三芳町との対応もあり、その時々の状況に応じ 

て担当責任者の配置等適切な体制を取る予定です。支部員の皆さんのご理解・ご協 

力をお願いします。 

 

５、相談対象は、主として①特別定額給付金、②埼玉県中小企業・個人事業主支援金で、

他に持続化給付金を想定している。 

給付金・支援金等の申請は、基本としてオンラインでの手続きを呼び掛けているが、

実際は、書類申請が相当数になると思われるので、こうした人たちの相談を受けて欲

しいとのこと。雇用調整助成金の相談にも対応できるよう、社労士も確保する予定。 

６、その他の制度融資についての問い合わせがあった場合は、すぐに市の職員に連絡し、

担当職員と連携をとる。（他に、中小企業診断士の協力も取り付けてある。） 

７、期間については、今のところ９月までを予定しているが、感染状況によっては長期

化することも予想され、その場合は、改めて対策を考える。          

                                    以上 
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